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新旧対照表

（内容現在 令和３年４月１日）

Ｎｏ． ページ 改定前 ページ 改定後

1 表紙
平成 ３０年 ４月

同
令和 ３年 ４月

2 １８

平成３０年４月以降に所定疾患

施設療養費Ⅱを算定する場合、所

定疾患施設療養費等情報レコー

ドの「摘要１」に、平成１３年１

１月１６日老老発３１号 厚生労

働省老健局老人保健課長通知「介

護給付費請求書等の記載要領に

ついて」の定義に基づき設定す

る。

同

平成３０年４月以降から２０２

１年３月までに所定疾患施設療

養費Ⅱを算定する場合、所定疾患

施設療養費等情報レコードの「摘

要１」に、平成１３年１１月１６

日老老発３１号 厚生労働省老健

局老人保健課長通知「介護給付費

請求書等の記載要領について」の

定義に基づき設定する。


